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令和４年３月橋本市議会定例会会議録（第４号）その２ 

令和４年２月24日（木） 

                                           

（午前９時30分 開議） 

○議長（小林 弘君）皆さま、おはようござ

います。 

 ただ今の出席議員数は18人で全員でありま

す。 

                     

○議長（小林 弘君）これより本日の会議を

開きます。 

                     

 日程第１ 会議録署名議員の指名 

○議長（小林 弘君）これより日程に入り、

日程第１ 会議録署名議員の指名 を行いま

す。 

 本日の会議録署名議員は、会議規則第88条

の規定により、議長において、７番 阪本君、

11番 杉本君の２人を指名いたします。 

                     

 日程第２ 一般質問 

○議長（小林 弘君）日程第２ 一般質問 を

行います。 

 順番13、２番 垣内君。 

〔２番（垣内憲一君）登壇〕 

○２番（垣内憲一君）皆さん、おはようござ

います。 

 それでは、議長のお許しをいただきました

ので、一般質問をさせていただきます。 

 未来を担う子どもの健全な成長について。 

 私はこの３年間、橋本市の将来を担う子ど

もに関する一般質問を幾つもしてきました。

私が愛してやまない子どもはまちの宝である

と思うからです。 

 子どもの健全な成長は必ず橋本市の将来を

支えます。私は日本一子育てしやすい橋本市

をつくるという思いで活動を行っていますが、

橋本市としての子育て、保育・教育に関する

全体的な将来像をどのように考えているのか、

以下のとおり質問します。 

 １、保育という視点での現状と主な課題。 

 ２、教育という視点での現状と主な課題。 

 ３、未来を担う子どもたちに対する子育て

施策の将来像。 

 以上、壇上からの質問を終わらせていただ

きます。 

○議長（小林 弘君）２番 垣内君の質問、

橋本市の将来を担う子どもの健全な成長に対

する答弁を求めます。 

 教育長。 

〔教育長（今田 実君）登壇〕 

○教育長（今田 実君）橋本市の将来を担う

子どもの健全な成長についてお答えします。 

 まず、二点目の、教育という視点での現状

と主な課題についてお答えします。 

 教育委員会では橋本市教育大綱における

「人が学びあい、共に育むまちづくり」の理

念のもと、子どもの発達や育ちに視点を当て、

地域ぐるみで子どもの教育を行う環境づくり

を推進し、学校教育と社会教育がそれぞれの

領域から、共に人を育て、共に人が育つ仕組

みをつくることに取り組んでいます。 

 議員おただしの、現状と主な課題について、

教育環境と学校教育の観点からお答えします。 

 まず、教育環境については、学校施設の老

朽化対策として、学校施設長寿命化計画に基

づき計画的に毎年度改修を行っていますが、

現時点の大規模な改修を要する築40年以上の

小・中学校の経年別保有面積の推移は、令和

４年度では２万116㎡、令和７年度では１万

9,265㎡、令和10年度では２万8,817㎡、令和

13年度には３万5,770㎡でピークを迎え、以降

は減少となりますが、当面は改修を要する面
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積は上昇していきますので、長期にわたり改

修工事が継続すると予想しています。 

 さらに、この改修とは別に、老朽化から生

じる安全面や衛生面での課題が増加しており、

外壁落下や天井器具落下の防止、トイレの改

修等を実施しています。 

 これに加えて、生涯学習施設の老朽化によ

る修繕、長寿命化の課題も顕著になってきて

おり、生涯学習施設長寿命化計画に基づく予

防保全的な改修など、教育施設の老朽化対策

が大きな課題となっています。 

 また、児童生徒の登下校における安全対策

においては、通学路交通安全プログラムに基

づき安全対策を講じています。防犯対策にお

いても、青少年センターのパトロールや健全

育成会による見守り活動を実施していただい

ています。しかし、子どもを巻き込む痛まし

い事件、事故が各地で発生していることから、

さらに安全対策を強化する必要があります。 

 次に、学校教育では、全国学力・学習状況

調査や全国体力・運動能力、運動習慣等調査

の結果から、全国平均を下回っている項目に

対する対策、ＩＣＴを活用した授業実践、教

員の働き方改革、若手教員の育成など、学校

現場にある課題は山積しています。 

 その中で、市が昨年12月に賛同したＳＤＧ

ｓ日本モデル宣言を踏まえ、これまで取り組

んできた持続可能な開発のための教育（ＥＳ

Ｄ）をさらに進める必要があります。 

 各学校では、環境、福祉、防災、地域など

様々なテーマでＥＳＤに取り組んでいます。

各学校の地域の特色をもとに身近な課題につ

いて学習することを通して、それを自分の課

題として捉え、自分でできる身近なことを考

え行動できる子どもを育てていくこと。その

ためには、子どもの教育環境の支えとなって

いる共育コミュニティ活動との連携や地域住

民との協働をさらに深めていくことがとても

大切になっています。 

 これまで取り組んできたＥＳＤ教育と共育

コミュニティ活動が融合した教育の実践を全

ての学校に定着させていく取組が必要です。 

 豊かな心と健やかな体を育み、多様な学び

による子どもの成長を願い、これらの課題の

解決に向けて懸命に取り組んでまいります。 

○議長（小林 弘君）健康福祉部長。 

〔健康福祉部長（土井加奈子君）登壇〕 

○健康福祉部長（土井加奈子君）次に、一点

目の、保育という観点での現状と主な課題で

すが、保育の現状については、近年、育児休

業終了後の保育園・こども園の利用や、フル

タイムで働く保護者が増え、１歳児からの入

園申込みや延長保育を利用する子どもが増加

しています。 

 家庭環境として核家族化が進み、ひとり親

世帯や低所得者も増加の傾向にあり、子育て

に対して保護者が抱える悩みや個別の支援が

必要な子どもは年々増えています。それらを

解決するための手だて等アドバイスの相談を、

保育園やこども園等に求められるようになり

ました。 

 保育の受皿については、平成から令和にか

けて、公私連携方式による幼保連携型認定こ

ども園、学文路さつきこども園と山田さつき

こども園の整備に取り組みました。 

 老朽化した公立園舎から地震などに強い安

全安心な施設へ、また、待機児童の解消を含

めた河南地域における０歳児・１歳児保育の

新設、園児数が減少した園の統廃合による集

団性の確保など、保育環境の変化に対応する

公立園からの引継保育などを経て、公私連携

によるこども園化を進めてきました。 

 また、市内各園においては、運営法人によ

る特色ある幼児教育・保育を提供しており、

子育て支援センターを含めた就学前の保育サ

ービスに努めています。現在、児童発達支援
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事業所を含む市内の19園には約1,900名の子

どもたちが在籍しており、３月には５歳児の

約420名が卒園する予定です。 

 コロナ禍における保育環境にあっても、保

育士等の相当な尽力もあって、子どもたちは

健やかに成長しています。最近は各園の保育

方針や保育理念に共感し、子どもの早期教育

を願う保護者も増えてきたように感じますが、

各園には子どもの発達に応じた丁寧な乳幼児

保育・教育の提供を大切にしてほしいことを

伝えています。 

 また、支援を要する子どもには、各園と子

育て世代包括支援センター「ハートブリッジ」

などの連携により、ネグレクトや児童虐待防

止にも取り組んでいます。 

 このような状況の中、課題はやはり全園に

共通する深刻な保育士不足の問題です。本市

ホームページの子育て情報サイト「はぴもと」

をはじめ、各園においても保育士の募集を行

ってはいますが、担い手の確保には苦慮して

いるところです。 

 また、コロナ禍による影響は大きく、この

２年間、園の行事の中止や縮小が続き、子ど

もたちは人と触れ合う活動が制限され、保護

者にも園での子どもたちの様子を見てもらう

機会が減っています。 

 子どもの視点では、クッキング活動や給食

時の楽しい会話を慎み、歌を歌う活動では異

年齢児が楽しく歌う姿を間近で見る機会が減

り、従来の共感・共有の体験活動が少なくな

りました。異年齢の触れ合いから期待される

心の育ちにも影響がなかったとは言い切れま

せん。 

 一方、保護者の視点からは、保育参観やク

ラス懇談会をはじめ、夏祭り、運動会、発表

会等において時間短縮や人数制限などにご理

解ご協力をいただくことになり、子どもの成

長を喜び、頑張る姿に感動し、子どもと共感

する機会が減ってきています。 

 コロナ収束の見通しがない中にあっても、

各園においては保育に工夫を凝らしながら、

子どもに寄り添い、保護者の期待に応えるべ

く取り組んでいます。 

 今後も保育園・こども園等としての役割や

保育士等ができることを認識していただき、

子どもに寄り添い、保護者に寄り添い、学び

を深めていきながら、行政がそれを後押しで

きるよう、子どもたちの未来につなげていき

たいと考えています。 

 最後に、三点目の、未来を担う子どもに対

する子育て施策の将来像についてお答えしま

す。 

 子ども・子育て支援新制度がスタートした

平成27年度より、本市は「～笑顔を未来へ～

子どもが輝くまち 橋本」を基本理念とした

橋本市子ども・子育て支援事業計画に基づき、

子どもの健やかな成長と子育ての安心を支え

る環境整備に向けた総合的な取組を進めてま

いりました。 

 また、令和２年度からの第２期計画におけ

る施策体系には、次の四つの基本目標を掲げ

ています。目標１に「地域ぐるみの子ども・

親の健やかな育み支援」、目標２に「安全で安

心して暮らせる環境づくり」、目標３に「ワー

ク・ライフ・バランスの推進」、そして、目標

４に「全ての子どもの自立を支える、きめ細

やかな取組の推進」です。 

 本市の次代を担う子どもたちの健やかな育

ちには、その保護者でもある親自身も健やか

でなくてはなりません。そのためにも、妊娠

期から親に寄り添い、安心して子どもを産み、

育てることができる環境づくりが必要です。 

 一つ目の、「地域ぐるみの子ども・親の健や

かな育み支援」では、子育て支援センター事

業やファミリーサポートセンター事業などの

地域における子育て支援サービスの充実をは
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じめ、（仮称）紀見こども園整備計画等による

教育・保育サービスの充実、放課後児童対策

やこども食堂等を通じた子どもの居場所づく

り、子どもと親の生命と健康を守る取組、共

育コミュニティや家庭教育支援などの学校・

家庭・地域の連携推進を掲げています。 

 二つ目の、「安全で安心して暮らせる環境づ

くり」では、子どもへの防災教育の推進や、

子どもたちが事故や犯罪に巻き込まれること

のないよう、交通安全教育や地域ぐるみの防

犯活動など、子どもを守る活動の充実を掲げ

ています。 

 三つ目の、「ワーク・ライフ・バランスの推

進」は、仕事と子育ての両立の支援への取組

です。子どもが家庭の触れ合いの中で心豊か

に育っていくためには、男性も女性もともに

子育てや介護、家事等の責任を担い、協力し

合い、家庭を築いていくことが重要であり、

子どもも家庭の一員として協力していく必要

があります。男女共同参画の意識啓発や、就

学前、就学後における人権教育の推進が挙げ

られます。 

 四つ目の、「全ての子どもの自立を支えるき

め細やかな取組の推進」では、保護者の経済

的困窮、ひとり親家庭の増加等、子どもを取

り巻く家庭環境が多様化、複雑化しています。

児童虐待防止対策の強化をはじめ、子どもへ

の医療費助成制度の拡充、児童発達支援施策

の推進、子どもの貧困対策の充実、教育と福

祉の連携強化を掲げています。 

 以上、施策の方向性としましては一部の具

体例となりましたが、人口減少の本市にとっ

ては、保育や学校現場での子どもの育ちと家

庭や地域における子育てをどのように支援し

ていくかが課題になってきます。様々な支援

を要する子どもや多様なニーズを持った家庭

も増えている中、子育て支援策に求められる

将来像は、切れ目のない妊娠期から18歳まで

の継続的な支援の提供と、量の問題から質の

問題へかじを切ることも必要と考えています。 

○議長（小林 弘君）２番 垣内君、再質問

ありますか。 

 ２番 垣内君。 

○２番（垣内憲一君）ご答弁ありがとうござ

います。橋本市の将来を担う子どもの健全な

成長について、保育と教育の現状と課題、未

来を担う子どもに対する子育て施策の将来像

について、たくさんの取組と方向性があるこ

とがよく分かりました。 

 三点目の、子育て施策の将来像については、

保育と教育の現状と課題を踏まえた答弁を期

待していたこともありますので、再質問を何

点かさせていただきます。 

 まず、保育の視点からですが、課題にあっ

た保育士不足については、本市のみならず全

国的な問題となっています。これについて、

本市としてどのような対処を考えていますで

しょうか。 

○議長（小林 弘君）健康福祉部長。 

○健康福祉部長（土井加奈子君）保育士不足

は本市に限らず、かなり深刻化しております。

この原因としては、他の職種と比べて賃金が

低いために保育士不足の原因になっているこ

とが考えられるんですけれども、そのほかに

も、認可保育園の配置基準が厳しいでありま

したり、命を預かるという責任が重い、保護

者対応に悩むことが多い、長時間労働になり

がちなど、様々な要因があります。 

 保育士不足を解消するには、やはり働きや

すい職場の雰囲気をつくることが大切で、労

働条件や職場環境を改善することで、保育士

としてのキャリアアップをめざすことができ

るようにもなります。 

 これには各園の努力ということも大切で、

その努力で改善できる範囲もあると思うんで

すけれども、行政が施策としてバックアップ
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しなければいけない部分もあります。そのた

めに、本市としては国の施策に基づきまして、

保育士等の処遇改善を民営園に行っていただ

くように努めております。 

 このたび、処遇改善を拡充するために、賃

上げ効果が継続される取組を園が行うという

ことを前提として、保育士等の収入を３％程

度引き上げるために必要な国庫補助が実施さ

れまして、今議会の議案審議において、補正

予算、新年度予算に計上して審議をいただく

ところでございます。 

 以前に比べて、民営園の旧給与水準という

のは徐々に改善はされてきてはおりますが、

各運営法人の方々にはこれらの趣旨をご理解

いただきまして、保育士の確保にも努めてい

きたいところでございます。 

○議長（小林 弘君）２番 垣内君。 

○２番（垣内憲一君）ありがとうございます。 

 保育士の給料の問題はかなり前から、子ど

もの命を預かるという重責に比べて割が合わ

ないと言われています。ご答弁にあった保育

士業務のハードさにあってか、最近は保育士

をめざす学生すら減ってきているというのも

お聞きします。子どもたちへの良い保育の提

供には、やっぱり良い保育士さんが必要なの

で、給料面の処遇改善をぜひ図っていただき

たいと思いますので、よろしくお願いします。 

 それでは、次に、教育の視点について質問

させていただきます。 

 課題の中に、学力・学習状況調査、体力・

運動能力、運動習慣等調査の結果で全国平均

を下回っているとご答弁がありました。これ

ら子どもの学力や体力については、教育委員

会としてどのように対処を考えていますでし

ょうか。 

○議長（小林 弘君）教育長。 

○教育長（今田 実君）垣内議員の再質問に

ついてお答えします。 

 まず、学力についてですが、令和２年度か

ら小学校で、令和３年度から中学校で新学習

指導要領が全面実施となりました。これまで

にも児童生徒につけなければならない力とし

て示されていたのが生きる力です。この生き

る力が今回の改訂によって、生きて働く知

識・技能、未知の状況にも対応できる思考力・

判断力・表現力、学びを人生や社会に生かそ

うとする学びに向かう力・人間性の３観点で

具体的に示されることとなりました。 

 ここで示されている力は、生きて働く、未

来の状況にも対応できる、学びを人生や社会

に生かそうとするという言葉からも分かるよ

うに、単に多くの知識や技能の習得を求めら

れているものではないということが分かりま

す。知・徳・体の中でも徳の部分を大切にし、

互いの人権が尊重される学級づくりや児童生

徒が自己肯定感を高められるような実践の基

盤があってこそ成立する学びであると言えま

す。 

 そこで、６月議会においても12番議員の質

問でお答えさせていただいたところですが、

これらの力を児童生徒につけていくためには、

授業実践がしっかりとできるよう、教員の資

質向上につながる研修を実施してきたところ

です。また、学校においても児童生徒の実態

に合わせた課題を分析し、校内での事業研究

や講師を招聘しての研修を実施してきており

ます。 

 具体的に申しますと、今年度から、教師に

なって３年目ぐらいまでの教員を対象として、

指導主事が講師を務め、授業力向上の研修を

行いました。また、中学校の教科担当者を対

象として、橋本市、そして、各学校の現状と

課題を分析して、今後取り組んでいかなけれ

ばならない方向性を共有するという研修も実

施しました。 

 また、橋本市立小・中学校19校全ての学校
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へ指導訪問という形で指導主事が訪問し、学

校の状況、研究、授業等について、指導主事

から指導助言を行っております。 

 各学校における授業研究では、小学校では

各学年ごとに、中学校では教科の設定を行い、

授業研究や授業後の協議を自主研修として行

っています。これ以外にも、教員同士が日常

的に参観し合う場を設定している学校もあり

ます。 

 また、橋本市研究委託事業を活用し、教材

の捉え方、指導方法、児童生徒の把握の仕方

など、教員の資質向上につなげるために、大

学教授や県教育委員会の指導主事などを講師

として招聘し、専門的な見地からの指導助言

も受けております。 

 そして、管理職対象としては、１月に各学

校の今年度の学力向上に関する学校長のヒア

リングを実施しました。私が直接、校長と面

談をしてヒアリングをしました。自校の現状

と課題、解決に向けた取組状況を共有すると

ともに、来年度に向けた方向性についての協

議を行っております。 

 また、併せて、それぞれの学校で育てたい

子どもの具体的な姿を全職員でしっかりと共

有して、学校全体で共通の方向性を持って授

業改善に取り組むこと、また、総合的な学習

の時間を中心とした年間指導計画の見直しを

進めていくことや、それをスクールプランに

反映することについても、これは指示をしま

した。また、今後、好事例についても共有を

図っていきたいと思っております。 

 令和３年度の全国学力・学習状況調査の結

果では、授業がよく分かると回答している児

童生徒の割合が増加しております。また、小

学校は全国平均とほぼ同じ水準を維持してお

ります。中学校については全国平均を上回っ

てはおりませんが、以前に比べ差が縮まって

きている状況です。 

 今年度取り組んだことを先ほど紹介させて

いただきましたが、今後どのように反映され

ていくのかをしっかりと注視する、また、分

析し、児童生徒の生きる力の育成に努めてい

きたいと考えています。 

 次に、体力についてです。長くなって済み

ません。小学校５年生、中学校２年生を対象

に、全国体力・運動能力、運動習慣等の調査

について実施を行っております。 

 小学校５年生では、男子が体力合計点で全

国平均を上回っています。女子は全国平均と

同程度です。種目別に見ると、男女ともに、

上体起こしといって、筋力が疲労に耐えて運

動し続ける力、こうやってずっと反る運動で

すが、それと長座体前屈、前へ曲げて、そし

て、どれだけ軟らかいかというのを見る、そ

れが若干下回っております。 

 中学校２年生では、男女とも体力合計点で

全国平均を上回っています。種目別に見ると、

男女とも、先ほど申しました上体起こし、そ

して20ｍシャトルラン、20ｍの間隔を行った

り来たりする、持続力を見る運動ですが、そ

れが若干下回っております。 

 このことに対して各学校では、本調査結果

を受けて成果と課題を分析し、体力アッププ

ランというのを各学校ごとにつくっておりま

す。それに基づき、児童生徒の体力の向上に

取り組んでおります。 

 その体力アッププランというのは、体育の

授業で行われている取組と授業外で行われて

いる取組から構成されておりまして、まず、

体育の授業の取組では、課題のあった種目に

ついて、授業における準備運動の段階で、体

力つくり運動、具体的に言いますと、体をほ

ぐしたり柔軟性を高めたりする動き、手先や

指先を上手に使う巧緻性を高める動き、補強

運動、持久力を高める運動などのことですけ

れども、このような運動を取り入れて体力向
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上に取り組んでいます。短時間でも年間通し

て課題意識を持って取り組むこと、これが改

善につながっていくと考えておるところです。 

 また、体育の授業で身につけた技能等を発

揮する場として、各学校で縄跳び大会とかマ

ラソン大会も計画して、各自が目標を持って

取り組める工夫もしております。 

 中学校では、体力テストの結果を各自が振

り返ることが大切です。意識を持ってそれぞ

れが取り組むということが体力向上につなが

っていきます。ですから、自分に必要な運動

プログラムを計画・実践する取組も行ってお

るところです。 

 授業以外の取組においては、県教育委員会

が主催するきのくにチャレンジランキングと

いうのがありまして、各学校単位で、ドッジ

ボールや縄跳びとかリレーや水泳などに取り

組むんですけれども、それに積極的に参加し

ております。 

 また、各学校で実施されている縄跳び大会

やマラソン大会に向けて、ほとんどの小学校

で業間運動、ロングの休憩、また昼休憩にい

ろんな運動をする取組ですけれども、そのよ

うなことに取り組み、体を動かす機会のを増

やしていくということを行っております。 

 また、各学校の体育主任で構成された小学

校体育連盟が中心となり、私も昨年度までそ

の小体連の会長も務めさせていただいていた

んですけれども、体育科における各学年の年

間カリキュラムを、学習指導要領が新しくな

ったということもあって、それを主任が集ま

ってカリキュラムを作成しました。そのカリ

キュラムに基づいて、小学校で計画的に体育

の学習が進められるように研究実践を行って

おります。 

 中学校では、部活動指導を担当する顧問で

体力テストの課題を共有し、部活動としても

改善に向けた取組を進めているところです。 

 このように、少し詳しくなりましたが、各

学校や研究団体が児童生徒の体力向上を目標

として、計画的、また継続的に取り組んでい

くことが何よりの体力向上の対策であると思

います。今後も各学校や研究団体が創意工夫

をしながら、研究、そして実践を行えるよう

に、教育委員会として支援していきたいと考

えています。 

○議長（小林 弘君）２番 垣内君。 

○２番（垣内憲一君）ご答弁ありがとうござ

います。また、たくさんの具体例を詳細に教

えていただき、本当にありがとうございます。 

 学力については、確かに知識や技術、思考

力や判断力というのは、将来に高校受験や進

学を迎える子どもたちには必要なことですが、

中でも私は、義務教育の初めの時期に、学び

に向かう力、人間性といった子どもの内面的

な力を生むことに取り組まれていることが、

本当にすばらしいことだと思います。 

 昔は子どもを褒めて育てるなどと言いまし

たが、小さいことでも、子どもたちが一つの

成功事例や達成感を積み重ねる機会を教育者

が設けることで、子どもの自主性や、次にや

る気を起こすような関わりを期待してなりま

せん。 

 体力については、いろいろな準備運動から、

運動能力、体力向上に取り組まれていること

がよく分かりました。様々なカリキュラムを

組んでいただき、計画的に体育の学習を研究、

実施されていることにも敬意を表します。今

後とも引き続きよろしくお願いします。 

 それでは、もう少し小さい年齢の子どもに

もちょっと焦点を当てて質問させていただき

たいんですけども、市内には各小学校区に保

育園、幼稚園、こども園がありますが、保育

園、幼稚園、小学校の連携を強化することで

子どもの成長につなげることについては、本

市はどのように考えていますでしょうか。 
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○議長（小林 弘君）教育長。 

○教育長（今田 実君）保育園、幼稚園、こ

ども園と、そして小学校が連携して取り組ん

でいくこと、特に子どもの成長につなげてい

くということは大変大切なことであると、こ

れは認識しておりまして、教育委員会として

もこれまでにも力を入れて取り組んできてい

るところです。 

 今日は三点に絞ってお話しさせていただき

ます。 

 一点目は、保育園や幼稚園、こども園から

小学校への引継ぎということを行っているこ

とについてお話しさせてもらいます。 

 まず、保育園、幼稚園、こども園から小学

校への入学に際しては、保護者の要望に基づ

き、引継ぎを行っています。具体的には、小

学校の教員が保育園や幼稚園、こども園に出

向いて子どもの観察を行ったり、協議の場を

持ったりしています。また、小学校へ入学し

てからも、保育園、幼稚園、こども園の職員

と小学校の教員とで引継ぎの場を設定してい

ます。 

 場合によっては、保護者と小学校の先生と

の協議も持つケースがあります。少しでも保

護者や園児の不安を軽減して、スムーズな就

学につなげるための取組です。このことは小

学校の教員にとっても事前に詳しい情報を得

ることができることですので、指導に役立て

ることができることにつながっております。 

 二つ目として、小学校でスタートカリキュ

ラムというのを実施しています。小学校に入

ると、これまでの生活リズムや習慣が一変し

ます。この環境の変化から、子どもたちは少

なからず戸惑いや不安を感じております。そ

こで橋本市では、小学校に入学してからしば

らくの間、これまでの生活様式を踏まえた授

業計画、それをスタートカリキュラムという

んですけれども、それを作成して、スムーズ

に小学校生活に慣れていく実践を行っていま

す。スタートカリキュラムは、保育園、幼稚

園、こども園、そして小学校の教員が協議を

行って作成したものです。 

 次に、共育コミュニティでの連携について

紹介します。 

 学校・家庭・地域が一体となって、子ども

の豊かな育ちや、学びを支える中で、子ども

も大人も共に育ち、育て合い、人と人とのつ

ながりをより深め、暮らしやすく活力のある

地域づくりをめざすことを目的に形成された

のが共育コミュニティです。中学校区を基本

として組織しており、保育園、幼稚園、こど

も園、小学校、中学校、公民館、そして、地

域の方々などが構成メンバーとなっています。

ここでは、保育園、幼稚園、こども園と小学

校だけでなく、中学校や、場合によっては高

等学校まで含めた連携する組織となっており

ます。 

 情報交換だけでなく、地域の子どもにどう

育ってほしいかだとか、大人はどう関わるこ

とができるかなど、構成メンバーだけでなく、

参加者を募って意見交流をする学びの場を設

定したり、行事を計画したりするなど、それ

ぞれのコミュニティで特色ある活動を行って

いるところです。 

 三点紹介させていただいたんですが、コロ

ナ禍ということもあって、リモートで研修を

したりというのも行っているようです。また、

反対に、今まではできていた保育の参観など

はなかなかできにくい状況にもなっているよ

うですけれども、それぞれの地域で子どもに

とってプラスになることは積極的に取り組ん

でいただいていると認識しています。 

 今後も、橋本市教育大綱の理念に掲げてい

る「人が学びあい、共に育むまちづくり」の

もと、これまでに行ってきた、保育園、幼稚

園、こども園、小学校との連携の充実を図っ
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ていきたいと思いますので、ご支援いただけ

るとありがたいです。 

○議長（小林 弘君）２番 垣内君。 

○２番（垣内憲一君）ありがとうございます。 

 ご答弁いただいた小学校への引継ぎは絶対

欠かせないことだと思います。新しいランド

セルを買って、わくわく感を出しながら、子

どもなりに、小学校への不安というのはたく

さんあると思います。その不安を少しでも軽

減していただき、学習につなげていくことも

大事だと思います。 

 昔やったら、近くの保育園からほぼ同じメ

ンバーで小学校とかに行っていたんですけど

も、それがもう各私立幼稚園とか公立幼稚園

とか、いろんなところから集まって形になっ

ていますので、コロナの前はもう小学校の運

動会に、５歳児が走れ走れに参加して、ここ

最近そういったこともなくなってしまい、ま

た、様々な家庭環境で育ったお子さんもいる

ので、保育園や幼稚園、こども園と小学校と

の連携を図っていただき、スタートカリキュ

ラムを実施していただきたいと思います。 

 そして、共育コミュニティにもありました

ように、地域の子どもに大人がどう関わるか。

私も毎朝子どもの見守りさせていただいてお

るんですけども、子どもたちにできることを

みんなで考え、行動していくことが必要だと

思いますので、よろしくお願いします。 

 時間が迫ってきたのでちょっと飛ばさせて

もらって、そうしたら、壇上の答弁の最後に、

子育て支援策に求められる将来像として、妊

娠期から18歳までの切れ目のない支援と、量

の問題から質の問題へかじを切ることも必要

と考えているというご答弁がありました。 

 この中で、子どもたちへの教育分野におけ

る量から質への切替えの視点について、教育

部長としてお考えをお聞きしたいと思います。 

○議長（小林 弘君）教育部長。 

○教育部長（阪口浩章君）ただ今のご質問に

お答えさせていただきます。教育の観点から、

私なりの考えを述べさせていただきたいと思

います。 

 まず、量から質の問題へかじを切るという

ことにつきましては、少子化がもたらす問題

がさらにやはり複雑化、困難化してくるのだ

と思っています。少子化全般につきましては

市の施策全般で、その速度を少しでも緩やか

にということで取り組んで行っておりますけ

ども、やはり避けられないというのが事実で

あるというふうに思っています。 

 そこで、これらを踏まえて二つの項目につ

いて述べさせていただきます。今、学校に求

められております教育の姿の一つに、集団生

活を通して個性や能力を伸ばしていく学びの

実現と、誰ひとり取り残すことのない、個別

に最適化された能力の育成の実現があります。 

 まず、集団と個別というキーワードが出て

くるのですが、これからの教育では、ある一

定の集団を保ちつつ、一人ひとりの能力、個

性を伸ばしていく必要があると考えています。

そこで、少子化も見据えた新しい時代の学び

を実現する学校施設を考えていく必要がある

と思っています。本市はこの先、当初の答弁

でも述べさせていただきましたように、30年、

40年と校舎の長寿命化改修が続くと予測して

おります。 

 そこで考えていかなければならないのが、

一点目は、複合化・共有化ということによる

効率的な整備です。二点目は、安全と環境を

重視した長寿命化と、新しい時代の学び舎と

しての学校の特色・魅力を発揮した整備を一

体的に推進していくことです。 

 特に、新しい時代の学びを実現する空間と

いう点では、例えば余裕教室に可動式の間仕

切りを入れ、ＩＣＴ機器を活用したグループ

学習であったり可動の家具であったり、また、
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間仕切りをさらに作ることによって空間を区

切ったり、それから広げたりして、多様な活

動に応じた教室群を形成できるのではないか

なというふうに考えています。 

 詳しい説明はこの場では省略させていただ

きますけども、この二点の取組に関しまして

は、やはり幾つかの課題を乗り越えていく必

要がありますので、少しは時間はかかるかと

思っています。しかし、これからの子どもた

ちが恵まれた環境で教育を受けていくことが

できると考えています。 

 それから、もう一つ申し上げますと、教育

福祉連携の中で具現化した学校スクリーニン

グ化です。これは、教育福祉連携が教育委員

会と健康福祉部で具体的に取り組んでおるわ

けなんですけども、子どもを取り巻く課題の

中には、やはり児童虐待、ネグレクト、不登

校、いじめ、それから、今般、５番議員の一

般質問でもございましたように、ヤングケア

ラー等様々でございます。 

 そこで、もう表面化しにくい課題を、スク

リーニングシートといいまして、このシート

には子ども個々の学校での行動であったり学

習面であったり、また、家庭状況や健康面な

どが書かれている項目なんですけども、この

シートにチェックしていくものなんですけど

も、このスクリーニングシートで管理をし、

やはり、子どもの変化を早期に発見して、学

校や教員の対応だけでなく、福祉機関や地域

での対応につなげていくというものなんです。

現在、ハートブリッジの協力をいただきまし

て五つの小学校で導入していますが、全校ま

でには至っておりません。 

 このスクリーニング化にも幾つか課題はあ

るんですけども、実際やっている学校におき

ましては、支援が学校内にとどまっておると

いうケースもございます。これらを踏まえて、

現在実施しております学校の事業を検証しま

して、業務内容の効率化を図るなどして、や

はり各学校に広げていければ、課題の早期発

見、解消につながる手段としては非常に効果

的であるというふうには考えています。 

 現在、学校教育課の担当と、それからハー

トブリッジの担当が、効果的に進められる方

策も熱心に検討してくれております。一人ひ

とりの子どもの変化に気づき、対処できるよ

うに、さらに進めたいというふうに考えてい

ます。 

 議員のおただしいただきました、量から質

への問題にかじを切るというところにつきま

しては、まだまだほかにもあるかと思います

が、この場では私、二つの項目についてお答

えをさせていただきました。 

 私自身としてはもう少しうまくやれる、う

まく進められなかったというところが振り返

ってはおるところなんですけども、取組につ

いてはこれからも続いてまいりますので、引

き続き議員のご支援をよろしくお願いいたし

ます。 

○議長（小林 弘君）２番 垣内君。 

○２番（垣内憲一君）教育部長、ありがとう

ございます。教育部長として、これまで相当

な尽力やご苦労もあった中で、重責を立派に

果たされたことと思います。 

 少子化を見据えた学校施設の複合化や新し

い時代の学校整備の推進は、時間はかかって

も、子どもたちにとったらとても必要なこと

だと私も思います。子どもたちが恵まれた環

境で質の高い教育を受けることができるよう、

今お聞かせいただいた部長のお考えを、ぜひ

後進の方に継承していただきたいと思います。

ご答弁ありがとうございます。 

 それでは、最後の質問をさせていただきま

す。 

 今回の一般質問で、橋本市の将来を担う子

どもの健全な成長について、保育の現場と教
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育の現場における様々な課題や、それに対す

る本市の取組や方向性をお示しいただきまし

た。こうした教育と福祉の連携を踏まえた上

で、未来ある子どもたちに向けた、市長の考

える子育て施策、将来像を最後に述べていた

だきたいと思います。 

 また、５年、10年後と先を見据えて、橋本

市からどのような子どもが育ってほしいと考

えているのか、併せてお願いします。 

○議長（小林 弘君）市長。 

〔市長（平木哲朗君）登壇〕 

○市長（平木哲朗君）おはようございます。 

 垣内議員の質問にお答えします。 

 今、教育長、教育部長、健康福祉部長がお

答えしましたように、今、順調に施策は進ん

でいるのかなというふうに思います。教育部

門に関しては、私の仕事は財源をどうやって

確保してあげるかということだと思います。

先ほども校舎の建て替え、大規模改修、今回、

予算書の中にも城山小学校の、３年間で８億

円ぐらい必要になりますし、あと、隅田中学

校、紀見中学校と続いていくわけですし、高

野口中学校の問題もあろうかと思います。 

 その中で、国としっかり、文部科学省とし

っかり連携しながら補正予算をいただくとか、

当初予算で補助金の拡幅をしてもらうとか、

そういうところで教育委員会に対して支援を

し、教育委員会としては、これから未来を担

う子どもたちのためにどれだけの事業をやっ

てもらえるのかということだと思います。 

 子育ての分野に関しましては、市長になっ

てから、私、市会議員の時から子育て支援が

ライフワークでしたので、その中で、これお

かしいんちゃうかというのはいっぱい経験し

ました。平成16年のエンゼルプランをつくっ

たとき、私、伊都のＰＴＡ会長やったので、

エンゼルプランの中の委員にしていただいて、

じゃ、つくる以上は絶対にこれを動かそうね

という話で、当時の発達相談員とか保健師と

話をして、市長になって、これはまず教育と

福祉の連携をせなあかんと。 

 その当時、いろいろ、保育園から来た子は

もう授業を受けないでうろうろするとか、い

ろんな批判があって、言わば教育と福祉の連

携ができていなかったので、そこをまず室を

つくって、子育て包括支援センター、ハート

ブリッジをつくって、もっと教育と福祉の連

携をさすということが大事やなというふうに

考えています。 

 今、専門員も増やしながら、そして今回、

ヘスティアに市の組織の中に入ってもらって、

もっともっと、０歳から18歳の子どもの支援

をどうしていこうかということで進めてきて

います。ヘスティアの中にもいろんな意見を

いただいていますので、もっと、例えば相談

体制を充実させるとか、例えばもう少し子ど

もたちのために何をしてあげられるのか、そ

ういう事業はどういうものがあるのかという

のをしっかり話を聞き、吸収しながら、そこ

に財源を投入していくということも大事だと

思います。 

 やっぱり、橋本市の一番の問題は子どもの

貧困率が高い、全国平均よりも高い、ここの

問題をどうクリアしていくのか。皆さんのご

協力もあって、今回、山田地区あるいは柿の

木坂地区にこども食堂が二つできるようにな

りましたし、これをもう少し広げていけて、

地域の子どもたちの食事支援であったり居場

所づくりができていければなと。 

 今、紀見小学校と境原小学校で、ぽれぽれ

が子どもの居場所づくりをしていただいてい

ますので、そこのをもう少し学校も増やして

いけたらなと。これは国費３分の２と単費３

分の１でやりますけども、そういう、本当に

困った子どもたちのために何をしてあげるの

かというところも、これからさらに踏み込ん



－163－ 

で考えていく必要もありますし、５番議員の

ヤングケアラーについても、じゃ、どうやっ

たら学校へ来てもらえるのかなということも

いろいろ議論した中で、そこにどういうもの

を出していくのか。 

 先日、つくしんぼ園からも陳情を受けまし

て、このつくしんぼ園に通っている子どもた

ちのために、じゃ、何をしてあげられるのか。

例えば、つくしんぼ園やたんぽぽ園が終わっ

た後、今度、市の保育園とかこども園に交流

ができるようにすることも要望されているの

で、それはできると思うんですけど、問題は

子どもの体力・気力が、朝から、例えばたん

ぽぽ園で保育を受けて、今度終わってから、

果たして７時ぐらいまでその子どもたちの環

境あるいは体力がもつのかという問題もあり

ますし、障がい児の皆さんの持っている病気、

障がいの中で、やはり解決できない、医師の

確保であったり、いろいろ問題もあります。

そういうところをどう解決していくかという

のもこれからの大きな課題かなと思います。 

 やはり、もっともっと、今回、相談員も増

やしましたので、もっともっと本当に子ども

たちが必要としていることを市としてどうい

う形で支援をしていくのかというのが本当に

重要なことになります。 

 計画的にずっと進めてきましたので、これ

からまた新たな枠組みというのを考えながら、

そして、何よりも大事なのは市民の皆さんの

協力なんです。民生委員、母子保健推進員、

そして、子育てサークルも大事ですし、逆に

市民の人たちから、こういう子どもたちがい

てて今困っているよという情報収集をいかに

していくかというところが非常に大きな課題

になってきます。 

 逆に言えば、心配のない家庭は別にそんな

に力を入れなくてもいいのかなと思います。

ただ、子育てで悩んでいる多くの人たち、問

題として眠っているものをいかに掘り出して、

その対応をしていけるのかということが本当

にこれからのますます大きな課題になってく

るんだと思います。 

 ヤングケアラー、５番議員も質問していま

したけど、本人がそう思っていなかったらそ

うじゃないということになってしまうので、

そういう、今後またヤングケアラー以外でも、

子育てでまた違う問題が必ず、一つ解決した

らまた違う問題が出てくるというのは行政の

課題やと思いますので、その辺も含めて、今

後、子育て支援、教育については予算を拡充

しながら取り組んでいければなと。 

 当市も第一生命とか、企業との連携協定も

進めておりますし、そういう民間企業の子育

て支援、今、支援員に入ってもらっています

けど、ベネッセでしたか、そこの例えば教育

の協力であったり子育て支援への子どもたち

への協力であったり、今度４月にたまご絵本

館ができますから、そこにいろんなボランテ

ィアの方を紹介して、送り込んで読み聞かせ

をしてもらうとか、だから、子どもたちの子

育て環境にいいように進めていければなとい

うふうに思いますし、教育、教師の負担を減

らしていくためにはハートブリッジがもっと

もっと協力して、教職員の皆さんの負担を減

らしていくということも大事かなというふう

に考えておりますので、次のことはまだなか

なか言えませんので、そういうことを理想的

に進められたらなというふうに思っておりま

すので、よろしくお願いします。 

○議長（小林 弘君）２番 垣内君。 

○２番（垣内憲一君）市長、ありがとうござ

います。未来を担う子どもたちのために、財

源確保の陳情は私たちもぜひ参加させていた

だきますので、また来期もお会いできること

を楽しみにしております。 

 以上です。 
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○議長（小林 弘君）２番 垣内君の一般質

問は終わりました。 

 この際、10時45分まで休憩いたします。 

（午前10時31分 休憩） 

                     


